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年・金・だ・よ・り

国民年金保険料の免除期間・納付猶予期間がある方へ
　追納をお勧めします！
　国民年金保険料の免除（全額免除・一部納付）・若年者納付猶予・学生納付特例の承認を受けられた期間がある
場合、保険料を全額納めたときよりも老齢基礎年金の受け取り額が少なくなります。
　そこで、将来受け取る老齢基礎年金を増額するために、１０年以内であればさかのぼって納める（追納）ことがで
きます。
　ただし、免除等の承認を受けられた期間の翌年度から起算して３年度目以降に追納されると、当時の保険料額に一
定の加算額が上乗せされます。
　また、追納する場合には、先に経過した月の分から順次納めていただくことになります。

小学校

　　誘拐防止教室
　　６月５日、１～３年生を対象に誘
拐防止教室が行われました。「い・か・
の・お・す・し」の復習や、実際に「たすけ
て」と大きな声で言う練習をしました。

1

　　喫煙防止教室
　　７月３日に、２年生を対象に安芸
警察署の職員によるたばこによる病
気などのお話や、ある中学生の喫煙体
験の作文を通じて「断る勇気」の大切
さを学びました。

6 　　薬物乱用防止教室
　　７月５日に、３年生を対象に薬物
乱用防教室が行われました。東部薬物
乱用防止推進協議会長・安芸警察署の
方も参加され、安芸福祉保健所の職員
による違法薬物の体への影響などの
お話がありました。

7

　　万引き防止教室
　　６月５日、４年生を対象に万引き
防止教室が行われました。万引きは
「刑法第２３５条」にあるように犯罪で
あること、もし誘われても断ることが
できる練習をしました。

2

　　薬物乱用防止教室
　　６月１９日、５年生を対象に薬物
乱用防止教室が行われました。「たば
こは悪魔の缶詰」「吸っていない人に
も影響を及ぼす」等たばこの害につい
て学びました。

3

　　非行防止教室
　　７月１０日、６年生を対象に非行
防止教室が行われました。携帯電話・
パソコンのマナーとして、１．架空請
求と個人情報　２．メール交換と友達
関係　３．掲示板となりすましについ
て学びました。

4

　　非行防止教室
　　７月2日に、１年生を対象に非行
防止教室が行われました。事例をもと
に「悪くないこと・悪いこと・犯罪にな
ること」をワークシートを使用して
「犯罪」に対する認識を深めることが
できました。

5

中学校

６月から７月にかけて
防犯・非行防止教室が行われました
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　日本人にとっては当たり前すぎて考えてもみないこ
とでも、外国人にとっては不思議がいっぱいだと思い
ます。そこで、日本、台湾とオーストラリア３つの国
の色々な「なぜ」を比べてみたいと思います。

　　日本人はなぜ、職場の机などに自分の妻・
夫・子供などの写真を飾らないのか？

　オーストラリアではほとんどの職場で家族の写真を
飾っているのが普通のことです。職場で家族の写真を
見ると仕事のやる気がアップするという人もいると思
います。ですが、職場は「家庭とは離れた場所」と考

える人もいます。日本では職場は職
場、家庭は家庭ときちんと分けて考
えている文化なので、特に公共団体
などは家族の写真は飾らないのだと
思います。

　　日本人はなぜ、飲食物を勧める時、「何も
ございませんが」と言うのか？

　これは「つまらない物ですが」と同じような意味合
いだと思います。台湾人と日本人の文化は似ていて、
本当に自信をもってお勧めできるおもてなしをしよう
と思ったら、ものすごく豪華な食事を用意しなくては
ならないと思います。ですので、普通くらいだったら、

「この程度のものしか用意でき
なくてすみません」という意味
で、この言葉を使うと思います。
オーストラリア人の場合は、
せっかくお客さんのために用意
したので、普通の気持ちで飲食

物を勧めると思います。「つまらない物ですが」より
楽しく食べてくれるといいという思いを持って

「I hope you will enjoy」と言います。

　　日本人の意思伝達法ではなぜ、最後に結論
が来るのか。英語のように、先に言ってお
くほうが、分かりやすくて良いのではない
か？

　それは日本語の文法と文化的な問題で、どうするこ
ともできないと思います。日本人は意思伝達する時は
よく回りくどい言い方をして、外国人にとって分かり
にくくなる場合が多いです。オーストラリア人の場合
は必ず先に重要なことを
言っておいて、次の説明を
進めます。例えば、日本の
電車のアナウンスで、「こ
の電車はA駅、B駅、C駅、…、
Z駅に停まりません」と言っ
たら、一体停まる駅はどれ
か、外国人にとっては分か
りにくくて困ります。もしアナウンスするなら「これ
から停まります駅はA駅、B駅…」って言い換えると
分かりやすくなるでしょう？（笑）

　自分の周りに当然な文化認識があると思いますが、
外国人に説明してあげるとなかなかうまくできない時
があります。でも、こんな「なぜ・・・」の話題から
楽しく交流をしながら、異文化を深く理解できると思
います。

ウィル エンジョイアイ ホープ　 ユー

ア ン ジ ェ ラ ・ チ ェ ン国 　 際
交 流 員

なぜ、日本人は・・・？パート２なぜ、日本人は・・・？パート２なぜ、日本人は・・・？パート２なぜ、日本人は・・・？パート２なぜ、日本人は・・・？パート２

ふ れ あ い コンサート
　６月１６日（土）村民会館において、昨年に引き続き声楽家
中村隆太さんによるコンサートが行われました。
　童謡からイタリアの
オペラまで幅広い曲目
をゆっくりと楽しみま
した。
　コンサート終了後に
は、生き生きヨーガ教
室が行われ、ストレッ
チやマッサージの後、
呼吸法や６種類のポー
ズに取り組みました。
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　５月１０日（木）午後１０時放送のＢＳーＴＢＳ「ＴＨＥナンバー２・第５７回中岡慎太郎」については、放送内容について異議
があり、中岡慎太郎先生顕彰会の見解を述べます。
　番組内のロケ・座談会等の収録は力を入れた意気込みが感じられ、慎太郎の人物像や郷里北川村の様子がよく分かる構
成になっていた。２人の慎太郎役は、演技も良くそれぞれ慎太郎の雰囲気がよく出ており好感が持てた。後半までは、慎太
郎像が分かる良い番組であった。
　解説者の加治将一氏が最後に言った「龍馬を殺したのは中岡慎太郎」について
は、番組全体が加治氏の結論を証明するように進行をしておらず、十分な証拠
や証明をする根拠もなく、「暗殺については、謎が多すぎる」と言って、加治氏
個人の考えで一方的に慎太郎を殺人犯にするには話が乱暴すぎる。
　①暗殺があった１１月１５日、慎太郎・龍馬の話し合いの主な内容は、奉行所に

捕らえられていた土佐藩士の受け取りであり、慎太郎が龍馬を斬る理由には
無理がある。

　②前額部を斬られて即死状態であった龍馬が、死ぬ状態にまで慎太郎を斬るこ
とは無理である。

　③龍馬の従僕藤吉もその時に斬られて亡くなったが、（加治氏の論法では慎太
郎が犯人になるが）藤吉をだれが斬ったかにも論及していない。

　④慎太郎、龍馬の暗殺は、京都見廻組であるということが研究者の間では定
説になっているが、「見廻組の犯行ではない」という加治氏の証明がない。

　以上のことから、中岡慎太郎先生顕彰会の見解は、龍馬を斬った者は中岡慎
太郎ではない。今までの研究を尊重して、慎太郎・龍馬両名を暗殺したのは、京
都見廻組である。
　なお、中岡慎太郎先生顕彰会もさらに論議・研究を深めて、機会があれば、「顕
彰会だより」等でお知らせをしていきます。

中岡慎太郎先生顕彰会だより
１．ＢＳーＴＢＳ放映「ＴＨＥナンバー２」への顕彰会の見解

「民のために活動した」慎太郎

２．「ＮＰＯ法人ホップあきの会」が接客技術を学ぶ
　６月１３日（水）、「ＮＰＯ法人ホップあきの会」通所者が、柏木の中岡慎太郎先
生顕彰会事務所で、講師の吉崎かおるさんから接客技術を学びました。
　最初「いらっしゃいませ」「何にいたしますか？」「ありがとうございました」等
のあいさつをすることや、「姿勢は正しくする」「私語はしない」等、接客の基本
的なことを学びました。次に、店員とお客にわかれて、接客技術を練習しました。
　４月１３日（金）から、中岡慎太郎先生顕彰会事務所で、金・土曜に社会体験
をしていますが、体験回数を重ねるたびに、表情も明るく、接客技術も向上して
きています。
　皆様方もぜひ中岡慎太郎先生顕彰会事務所においでてみてください。

３．中村隆太君の歌に感激した「ふれあいコンサート」
　６月１６日（土）、大雨で開催が危ぶまれましたが、午後には雨も小降りになり
予定通りに「ふれあいコンサート」は、約２００人の聴衆で開催されました。
　コンサートは、伊藤久男が歌ってヒットした「イヨマンテの夜」から始まり、
よく知られている、「荒城の月」「あの素晴らしい愛をもう一度」等を情感たっぷ
りに歌いました。最後に会場全体で「ふるさと」を合唱しました。
　中村隆太君の歌に感激した「ふれあいコンサート」でした。
　中岡慎太郎先生顕彰会も「ふれあいコンサート」の後援をして、コンサート成
功に向けて、売券活動、受付、駐車場係等の支援を行いました。

熱唱する中村隆太君

真剣に接客技術を学ぶ

中岡慎太郎先生顕彰会事務局から 歌「維新の若虎」の大林幸二さん（歌手）高知公演ご案内
 

　大林幸二・三山ひろし・三峰達の３人による歌謡ショーが、８月２８日（火）午後２時から、高知市かるぽーと
でありますのでご案内いたします。

　　　　中岡慎太郎先生顕彰会事務局　　３８－２４１３　

中岡慎太郎先生顕彰会事務局から
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北川村「モネの庭」マルモッタン
〒７８１－６４４１
高知県安芸郡北川村野友甲１１００番地
緯0887－32－1233  姉０８８７－３２－１２４３

　８月のモネの庭は、早起きの睡蓮にあわせて、８
時７分（はな）時間から夕暮れまで開園します。
【開催期間】２０１２年８月１日～３１日
【営業時間】庭：８時７分～夕暮れまで

　この期間８時７分～閉園ま
で、花の庭・レストラン・ショッ
プ・手作りパン工房・フラワー
ハウスを無料開放いたしま
す。【水の庭・光の庭は通常
料金が必要です】

　この期間、夜だけの特別メニューやプラス１，５００円
での「飲み放題プラン」もご用意。８月の毎週土曜日は
「夜の音楽祭」も同時開催。１８日は藤岡さわさんによ
る、幻想的な光で包まれる「キャンドルナイト」も開催。
イベント盛りだくさんの８月の「モネの庭」にご来園お待
ちしています。
　
【開催期間】２０１２年８月１日～３１日
　　　　　　（１７時以降は入園無料）
【レストラン営業時間】：　９：００～２１：００
　　　　ランチタイム：１１：００～１５：００
　　　ディナータイム：１８：００～２１：００
　　　　　　　　　　　　　　（ＬＯ：２０：３０）
【夜の音楽祭】
開 催 日：８月４日・１１日・１８日・２５日
演奏会場：レストラン「モネの家」
演 奏 者：　４日：ミュージカルタイム　　
　　　　　　１１日：清岡隆二
　　　　　　１８日：坂野志麻、Ｒｉｎｎ、
　　　　　　　　　クロパン・クロポン
　　　　　　２５日：ツースマイル

朝　８／１～３１
夏！「はな時間」８時７分開園！
朝　８／１～３１
夏！「はな時間」８時７分開園！

８／１～８／１０「花の庭」無料開放！８／１～８／１０「花の庭」無料開放！

夜　８／１～３１
モネのレストランは２１時まで営業！
夜　８／１～３１
モネのレストランは２１時まで営業！

【お問い合わせ】

スイレン

観光協会からのお知らせ観光協会からのお知らせ
　こんにちは。観光協会　松本です。
　協会で本年度新たに取り組みを始めた事業に、高知県立大学との協同事業があります。
　県立大文化学部の学生さん１８人に北川村に来てもらって地域の人々と交流を持ちながら、北川村を見て、感じても
らい、感じた「何か」を彼らなりの言葉で表現をしてもらう。協会では学生さんたちの感じた「何か」をヒントに、新
しい北川村のＰＲ方法を考えたい。特に、若い年齢層に北川村に来てもらうＰＲのヒントが得られたら、という思いで
始めた事業です。大学側は地域の人々との交流や活動から様々なことを学生に学んでほしいと考えています。活動内容
は６月～１０月の間で計３回の「フィールドワーク」を北川村で実施します。第１回のフィールドワークが６月の３０日に
実施されました。まずは「中岡慎太郎館」で学芸員豊田氏から中岡慎太郎と北川村についての解説を受けながら、約
２時間をかけて慎太郎館と生家を見学してもらいました。その後は「北川村モネの庭」に移動し、庭の管理責任者川上
氏から、フランス・ジヴェルニーの「モネの庭」と北川村の「モネの庭」についての話や庭の見方の説明を受けた後、
学生さんたちに自由に園内を散策してもらい、その後、川上氏との座談会を開きました。
　約１時間の座談会では学生さんから途切れることのない質問もあがり有意義な時間であったと思います。
　この活動については７月４日付の高知新聞朝刊でも記事掲載をいただき、今後の活動についても注目していただいて
います。
　インターネット上に［きたがわをさんぽ］というタイトルで学生専用のホームページも開設しました。ネット環境が整っ
ていらっしゃる方はぜひ一度、ご訪問ください。学生さんたちの活動報告が掲載されています。
　次回のフィールドワークは８月４日（土）。林業について学んでもらいます。何を感じてもらえるのか、すごく楽しみ
です！！

金婚夫婦の届出について（お知らせ）
　平成２４年中に金婚式を迎える村内在住のご夫婦を、９月８日（土）開催の敬老会においてご披露する予定
です。今年の表彰対象者は昭和３７年１月１日から同年１２月３１日までに婚姻届を提出されたご夫婦です。
　該当されるご夫婦の方は、婚姻年月日等を確認するために書類を書いていただきますので、お手数ですが
８月２４日（金）までに役場住民課へお越しください。

連絡先　　役場住民課　緯３２－１２１４
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後期高齢者医療制度の新しい保険料率が決まりました
（平成２４年度・平成２５年度）

後期高齢者医療制度の保険料は２年ごとに改定されます。
◆平成２４・２５年度の保険料率（高知県内の被保険者は、原則同じ保険料率です）

平成２２・２３年度
１人あたり定額の保険料（被保険者均等割額）

所得に応じた保険料（所得割率）
⇒
平成２４・２５年度

⇒
４８，９３１円 ５１，７９３円
８．９４％ １０．３５％

◆後期高齢者医療制度が始まる前に医療費の低かった次の町村は、平成２０年度から６年聞は、低い保険料率となっています。
所得割率
９．９９％
９．９４％
９．８９％
１０．００％

保験料の計算方法
◆保険料は、被保険者のみなさま全員に等しく負担していただく「被保険者均等割額」と、所得に応じて負担していただ
く「所得割額」を合計して、被保険者個人ごとに算定されます。

保険料の上限額が、年額５５万円となります。
◆中間所得者層の負担軽減を図るため、保険料の上限額が年額５０万円から５５万円となりました。

町村名
東洋町
大川村
梼原町
津野町

均等割額
４９，８４４円
４９，２４４円
５０，０００円
５０，０５０円

所得割率
９．９７％
９．８５％
１０．００％
１０．０１％

町村名
四万十町
大月町
三原村
黒潮町

均等割額
４９，９５１円
４９，７２８円
４９，４４３円
５０，０１０円

＝ ＋１人あたりの
年間保険料

１人あたり定額の保険料
（被保験者均等割額）

５１，７９３円

所得に応じた保険料
（所得割額）

※賦課基準額×１０．３５％

所得が低い方への保険料軽減措置があります。
◆世帯の所得に応じて、１人あたり定額の保険料（被保険者均等割額）が９割、８．５割、５割、２割軽減される軽減措置
があります。
◆所得割額を負担する方のうち、所得に応じた保険料（所得割額）について、２分の１となる軽減措置があります。
◆後期高齢者医療に加入する前日に被用者保険（協会けんぼや共済組合等）の扶養家族であった方は被保険者均等割額
が９割軽減され、所得割額の負担はありません。

賦課基準額とは、総所得金額（公的年金等控除や給与所得控除、事業所得の経費を控除した額）、
山林所得金額、土地等の譲渡にかかる所得等から基礎控除額（３３万円）を引いた所得金額です。（ ）

・軽減措置の対象になるかどうかは、所得額や世帯の構成により違います。
・軽減を受けるための手続きは必要ありません（所得申告をされていない方は、お住まいの市町村で所得申告
を行っていただくことがあります）。
・詳しくはお住まいの市町村の担当窓口、または高知県後期高齢者医療広域連合へお問い合わせください。

後期高齢者医療の費用のうち、ご負担いただく保険料は全体の約１割です。
　利用者負担を除いた後期高齢者の医療費の支払いなどに必要な費用（保険給付費）は、約５割を国・県・市町村の公費が、
約４割を他の医療保険からの支援金が負担しており、みなさま方にご負担いただく保険料は、全体の約１割となっておりま
す。（図１）
　医療費は、今後の２年間（平成２４・２５年度）も増加することが見込まれるため（図２）、みなさま方にご負担いただく保険
料も増加することとなりました。

◆平成２４年度の保険料は、前年中の所得が確定したあと、７月初旬に決定しますので、保険料に関するご質問等は、７
月以降に、お住まいの市町村の窓口までお問い合わせください。

図１ 図２後期高齢者医療の医療費

保険給付費

利
用
者
負
担

国・県・市町村　約５割

被保険者の
保険料
約１割

他の医療保険
からの支援
約４割

高知県における保険給付費総額

９８５
億円

１，１３２
億円

１，１９０
億円

１，２３８
億円

１，３１２
億円

１，３８０
億円

２０年度　　  ２１年度　　  ２２年度　　  ２３年度　　  ２４年度　　  ２５年度
※２３年度～２５年度は見込額
※２０年度は１１か月分

高知県後期高齢者医療広域連合　（緯 ０８８－８２１－４５２６）
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　子育て相談窓口
　相談支援事業所「ぷらうらんど」では、相談支援専門員・プレイアドバイザー・教員が、幼稚園、保育園（所）
等への巡回相談をはじめ、子育て相談や子どもさんの発達に関する相談、教育的な相談に対応します。また
小学生から高校生までを対象に、放課後等デイサービス「ぷらうらんど中芸」も行っています。お気軽にご相談、
ご利用ください。
　【お問い合わせ先】
　　◎相談支援事業所「ぷらうらんど」
　　　（NPO法人Homo Ludens）
　　　緯３８－３８２２
　　　姉３８－２２８７
　　◎放課後等デイサービス「ぷらうらんど中芸」
　　　緯３８－２２７７
　　　姉３８－２２８７
　　　糸 plow_land_５＠vivid.ocn.ne.jp

　障害者相談窓口
　身体障害・知的障害・精神障害・発達障害・高次脳機能障害・ひきこもり・難病など生活のしづらさを持っ
ている方々の相談に応じます。
　相談支援事業所ちゅうげいでは、障がい者・障がい児等に対して、専門員・ピアカウンセラー等が相談支
援を行います。生活のこと、福祉サービスのことなどの相談に対応します。その他にも、地域生活支援事業（生
活訓練等事業・本人活動支援事業等）として、田野町なかよし交流館や各町村の障がい者等の集まる場、保
健センターなどで活動を展開しています。
　【お問い合わせ先】
　　◎相談支援事業所ちゅうげい（NPO法人Slow Age）
　　　緯・姉３８－３２８８
　　　糸 slow_age＠crux.ocn.ne.jp

　お問い合わせ先
　中芸広域連合保健福祉課
　緯３８̶８２１２・３８－８３０１

中芸地区に
２つの相談窓口が
できました。

なかよし交流館

ぷらうらんど
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＜空　調＞
　・室温28℃を心がける（設定温度＋2℃に）。（節電効果10％）
　・“すだれ”や”よしず”などで窓からの日差しを和らげる。（節電効果10％）
　・無理のない範囲でエアコンを消し、扇風機を使用する。（節電効果50％）
　　※熱中症にご注意ください。適切な室温管理や水分補給に注意し、無理のない範囲でご協力ください。
＜冷蔵庫＞
　・設定温度を「強」から「中」に変え、扉を開ける時間を減らし、食品を詰め込み過ぎないようにする。（節電効果2％）
＜照　明＞
　・日中は不要な照明を消す。（節電効果5％）
　・照明器具を購入するときは、省エネ型の電球形蛍光ランプやLED電球等を選択する。
＜電力消費機器＞
　・テレビを省エネモードに設定し、画面の輝
度を下げ、不要な時は消す。

　　（節電効果2％）
　・本体の主電源を切る。長時間使わない機器
はコンセントからプラグを抜く。

　　（節電効果2％）
　・電力消費が大きい電気製品の日中（13：
00～16：00）の使用をできるだけ避ける。

　　例）アイロン、電気ポット、電子レンジ、
食器洗い機、洗濯乾燥機、掃除機など。

夏季の節電・省エネルギー対策について
～節電へのご協力をお願いします～

　今夏、四国電力管内では、電力不足が懸念されております。７月２日から９月７日（8月13日～15日を除く、
平日9：00～20：00）の間、2010年比７％以上の節電を目安に無理のない範囲でご協力をお願いします。特に、
13：00～16：00の節電が重要です。

節電メニュー（例）

節電メニュー等、節電に関する情報を掲載しています！！

詳しくはホームページへ。 四国経済産業局 検 索 今夏の
電力需給対策

クリック！！

http://www.shikoku.meti.go.jp

環境キャラクター
「エコくん。」
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　建退共制度は、中小企業退職金共済法に基づき建設現場労働者の福祉の増
進と建設業を営む中小企業の振興を目的として設立された退職金制度です。
　この制度は、事業主の方々が、労働者の働いた日数に応じて掛金となる共
済証紙を共済手帳に貼り、その労働者が建設業界で働くことをやめたときに
建退共から退職金を支払うという、いわば業界全体での退職金制度です。

★特　長
◎国の制度なので安全、確実、申し込み手続
は簡単です。

◎経営事項審査で加点評価の対象となります。
◎掛金の一部を国が助成します。
◎掛金は事業主負担となりますが、法人は損
金、個人では必要経費として扱われ、税法
上全額非課税となります。

◎事業主が変わっても退職金は企業間を通算
して計算されます。

建退共制度の特例措置のお知らせ
　建退共では、地震等により災害救助法が適用された皆様に
対し、各種手続の特例措置を実施しております。
　
☆建退共から事業主の皆様へのお願い
　・共済証紙は、労働者の就労日数に応じて適正に貼付して
ください。

　・「建設業退職金共済手帳」を所持している労働者が、建
設業界を引退するときは、忘れずに退職金を請求するよ
う指導してください。

　ホームページ「建退共」に、制度説明用動画、Ｑ＆Ａなど建退共制度の知りたい情報が記載されています。ぜひ、
アクセスしてご覧ください！！

　　　※詳しいことは、最寄りの建退共支部へお問い合わせください。緯０８８－８２２－６１８１
　　　※建退共支部の電話番号につきましては、同封のパンフレットで確認してください。
　　　　この文書に関するお問い合わせは、下記までお願いします。
　　　　　　〒１７０－８０５５
　　　　　　　　東京都豊島区東池袋１－２４－１　独立行政法人　勤労者退職金共済機構
　　　　　　　　建設業退職金共済事業本部　事業推進室　緯０３－６７３１－２８６６

知っていますか？建退共制度 加入できる事業主：
　建設業を営む方
対象となる労働者：
　建設業の現場で働く人
掛金：日額３１０円

建退共 検索
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　人事労務管理の個別化や雇用形態の変化等に伴い、全国的に労働関係に関する労働者と事業主との間の紛争
（以下「個別労働紛争」という）が多く発生しております。
　個別労働紛争の最終的な解決手段として裁判制度がありますが、それには多くの時間と費用がかかってしま
います。
　また、職場慣行を踏まえた円満な解決が求められているため、労働問題への高い専門性を有する都道府県労
働局において、無料で個別労働紛争の解決援助サービスを提供し、個別労働紛争の未然防止、迅速な解決を促
進することを目的として、「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」が施行され、この法律に基づい
て、以下の３つの制度が用意されています。
　労働者と事業主との間の雇用に関するトラブルでお困りのみなさま、ぜひ、この制度をご利用ください。

総合労働相談コーナーでは、労働関係に関するあらゆる分野の相談（解雇、雇い止め、賃金引
き下げ、いじめ・嫌がらせなど）に応じるとともに、法令・判例等の情報の提供を行います。

高知労働局長の助言・指導により、個別労働紛争の解決を支援します。

高知紛争調整委員会におけるあっせん制度により、個別労働紛争の解決の促進を図ります。

労働者、事業主、労務担当者のみなさまへ
～高知労働局総合労働相談コーナーのご案内～

1
2

3

厚生労働省
ひと、くらし、みらいのために

Ministry of Health, Labour and Welfare

��������������

�������������
�������������

�������	
���
�������	
���

��������	�
������
�������	
�
�

�������������
�������	
�
�������	
����

�����������������	
���

�������������
�������	
�
�������	�

�����������������	
���

�������������
�������	
��
�������	
����

�����������������	
����

�������������
�������	
�
�������	
	�

�����������������	
���

�������	
�����������������������
�������	�
	��������	������������������
�������	
������������������������ !"#$%&'�
�������	
������������������������� !"#�

�������������������

��

�������������	
�
��������������
�� � � �� ������
�������������	
���������

������
�������������	
���������

����
�������������	
���������

�����
�������������	
�������
�� � � �� �������	
���������

��������

�� � � �� ��������	
���������
�����������������	
������
���������������	
��
������
������������������	�
�����
��������������	
��������
���������������	
�������
�� � � �� �������	
��������
��������������	
��������
�������	
��
��������	��
���������
���������	
�������
������������������	
����
��������������������

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �



�
�

�
�

��

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

国内最大級の感染症！ 受けよう「検診」治そう「ウイルス性肝炎」
―早期発見・早期治療は肝硬変や肝がんへの進行を防ぎます！―

 ８月
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みどり保育園
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